
〔
資
料
〕

ー
国
連
事
務
総
長
の
報
告
書
—
ー
ー

目

次

一

序

論

二
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展
に
関
す
る
外
交
会
議
第
四
会
期
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光
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追
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器
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す
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ア
ド
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委
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会
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会
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け
る
審
議

E
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交
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四
会
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お
け
る
審
議

関
法
第
二
八
巻
第
三
号
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本

正

幸

美

智

子

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象

と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
（二）

一
八
八

（
五
二
六
）



出
席
す
る
よ
う
招
待
さ
れ
た
事
務
総
長
に
対
し
、
そ
の
決
議
に
関
連
の
あ
る
外
交
会
議
第
四
会
期
の
作
業
に
つ
い
て
、
総
会
第
一
＝
二
会
期
に
報
告
す
る
よ

う
要
請
し
た
。
こ
の
決
議
は
、
人
道
上
の
理
由
か
ら
、
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
（
過
度
の
危
害
を
与
え
、
又
は
無
差
別
な
効
果
を
も
っ
と
思

わ
れ
る
兵
器
を
含
む
）
の
使
用
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
、
外
交
会
議
で
の
審
議
を
扱
っ
て
い
た
。

総
会
は
、
第
二
八
、

1

一
九
、
三

0
会
期
に
お
い
て
、
外
交
会
議
の
最
初
の
三
会
期
（
ス
イ
ス
政
府
の
主
催
に
よ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
開
催
）
に
関

す
る
事
務
総
長
へ
の
同
様
の
要
請
を
含
む
決
議
三

0
七
六

(
X
X
V
I
I
I
)
、
一
―
-
―
-
五
五

(
X
X
I
X
)
、
及
び
三
四
六
四

(
X
X
X
)
を
採
択
し
、
こ
れ
ら
決
議

に
関
連
す
る
三
回
の
会
期
の
諸
側
面
に
つ
い
て
は
、
事
務
総
長
に
よ
っ
て
そ
の
報
告
書
（
そ
れ
ぞ
れ
A
/
9
7
2
6
.
A
/
1
0
2
2
2
.

及
び
A
/
3
1
/
1
4
6
)

の
中
に
述

べ
ら
れ
た
。
若
干
の
通
常
兵
器
の
使
用
に
関
す
る
政
府
専
門
家
会
議
第
一
、
第
二
会
期
(
-
九
七
四
年
末
に
ル
ツ
ェ
ル
ン
、

で
開
催
）
の
諸
側
面
に
つ
い
て
も
、
第
二
、
第
三
報
告
書
(
A
/
1
0
2
2
2

と
A
/
3
1
/
1
4
6
)

の
中
で
述
べ
ら
れ
た
。

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

一
、
決
議
3
1
/
6
4

の
第
三
項
に
よ
り
、
国
連
総
会
は
、

ダ
ム
ダ
ム
弾
に
関
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ソ
提
案

追
跡
調
査
問
題

付

録
一
通
常
兵
器
に
関
す
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
作
業
部
会

ォ
ー
ス
ト
リ
ア
、
デ
ソ
マ
ー
ク
、
フ
ラ
ン
ス
、
メ
キ
シ
コ
、
オ
ラ
ソ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

及
び
ス
イ
ス
が
提
出
し
た
地
雷
と
擬
装
兵
器
に
関
す
る
諸
提
案

二
若
干
の
通
常
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
つ
い
て
の
追
跡
調
査
に
関
す
る
外
交
会
議
の
決
議
第
二
二

(W)

2
 

序

論

一
八
九

「
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展
に
関
す
る
外
交
会
議
」
に

（
五
二
七
）

一
九
七
六
年
初
め
に
ル
ガ
ノ



四

報
告
者

副
議
長

議

長

M
r
.
 M
a
r
t
i
n
 
R. E
a
t
o
n
 (
イ
ギ
リ
ス
）

外
交
会
議
第
四
会
期
の
作
業
は
、
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
の
使
用
を
禁
止
ま
た
は
制
限
す
る
と
い
う
問
題
に
直
接
か
つ
実
質
的
な
関

連
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
以
前
の
会
期
同
様
、
通
常
兵
器
に
関
す
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
（
時
に
、
第
四
委
員
会
と
も
呼
ば
れ

た
）
で
行
な
わ
れ
た
。
今
会
期
に
お
い
て
、
委
員
会
は
一
九
七
七
年
四
月
一
九
日
に
、
最
初
の
会
合
を
開
き
、
こ
の
日
以
後
、

ま
で
に
都
合
七
回
の
全
体
会
議
を
開
催
し
、
五
月
二
四
日
に
は
、
報
告
書
《
C
D
D
H
/
I
V/
2
2
5
,
 
C
D
D
H
/
4
0
8
で
修
正
）
を
採
択
し
て
閉
会
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
年
初
め
て
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
作
業
部
会
が
設
置
せ
ら
れ
、
四
月
二
六
日
か
ら
五
月
一
九
日
ま
で
に
九
回
の
会
合
を
開
い
た
。

外
交
会
議
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
た
め
に
新
し
い
議
長
を
選
び
、
委
員
会
も
新
し
い
報
告
者
を
選
ん
だ
が
、
二
人
の
副
議
長
に
変
更
は
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
役
員
と
し
て
は
、
次
の
人
々
が
選
ば
れ
た
。

Mr•Hector 

C
h
a
r
r
y
 S
a
m
p
e
r
 (
コ
ロ
ン
ビ
ア
）

Mr•Houchang 

A
m
i
r
-
M
o
k
r
i
 (
イ
ラ
ン
）

M
r
.
 M
u
s
t
a
p
h
a
 Chelbi (
チ
ュ
ニ
ジ
ア
）

（
五
月
六
日
ま
で
）

M
r
.
 J
o
h
n
 G. 
T
a
y
l
o
r
 (
イ
ギ
リ
ス
）

A

作

業

組

織

（
一
九
七
七
年
四
月
一
七
日
か
ら
六
月
一

0
日
ま
で
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
開
催
）

こ
の
報
告
書
は
、
総
会
決
議
3
6
/
1
4

に
従
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
決
議
に
関
連
の
あ
る
そ
の
年
度
内
に
は
他
の
重
要
な
進
展
が
何
ら
見

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
最
終
の
外
交
会
議
第
四
会
期
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展
に
関
す
る
外
交
会
議
第
四
会
期

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

一
九
〇

（
五
二
八
）

一
九
七
七
年
五
月
二
四
日



七
作
業
部
会
の
付
託
事
項
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
2
0
)

の
問
題
に
つ
い
て
の
討
議
で
は
、

五
④
作
業
部
会
の
諸
会
合
に
は
、
す
べ
て
の
外
交
会
議
参
加
者
が
参
加
で
き
る
。

(3) (2) 
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
は
、
外
交
会
議
第
四
会
期
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
作
業
計
画

(
C
D
D
H
/
N/
2
1
9
/
R
e
v
.
 1
)

を
採
択
し
た
。

3
、
作
業
部
会
の
設
立
、
作
業
部
会
議
長
の
選
挙

4
、
新
提
案
の
紹
介
、
作
業
部
会
で
の
作
業

5
、
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
通
常
兵
器
の
使
用
を
禁
止
ま
た
は
制
限
す
る
と
い
う
問
題
の
審
議
、
及
び
こ
れ
に
関
連
し
た
作
業
部
会
の
報
告
書
と

諸
提
案
の
審
議

6
、
そ
の
他
の
問
題

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

2
、
新
し
い
報
告
者
の
選
挙

ー
、
作
業
計
画
の
採
択

一
九

（
五
二
九
）

一
種
類
の
兵
器
の
特
定
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

六
、
作
業
部
会
は
、
以
下
の
よ
う
な
付
託
事
項
ま
た
は
委
任
事
項
を
与
え
ら
れ
た

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
2
1
)
。

〇
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
作
業
部
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
な
一
連
の
提
案
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
し
た
領
域
と
一
致
し
な
か
っ
た
領
域
を
明
ら

か
に
す
る
目
的
で
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
に
提
示
さ
れ
た
若
干
の
通
常
兵
器
（
例
え
ば
地
雷
、
擬
装
兵
器
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
光
線
に
よ
る
発
見
が

不
可
能
な
破
片
及
び
焼
夷
兵
器
）
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
連
し
た
様
々
な
提
案
を
詳
細
に
審
議
す
る
た
め
設
置
さ
れ
る
。

作
業
部
会
は
ま
た
、
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
通
常
兵
器
に
つ
い
て
の
諸
提
案
も
審
議
す
る
。

さ
ら
に
作
業
部
会
は
、
追
跡
調
査

(follow、u
p
)
問
題
を
審
議
し
、
審
議
の
た
め
そ
れ
を
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
に
提
出
す
る
。す

で
に
最
も
大
き



に
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
ス
ペ
イ
ン
も
共
同
提
案
国
と
な
っ
た
）
が
、

作
業
部
会
で
の
討
議
の
大
半
は
、
特
に
付
託
事
項
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
常
兵
器
の
三
つ
の
特
定
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
す
な
わ
ち
、

S
レ
ン
ト
ゲ

ン
光
線
で
発
見
不
可
能
な
破
片
、
⑲
地
雷
及
び
擬
装
兵
器
、

0
ナ
。
ハ
ー
ム
弾
を
含
む
焼
夷
兵
器
）
に
集
中
し
た
。
こ
の
問
題
で
意
見
の
一
致
し
た
領
域
と

一
致
し
な
か
っ
た
領
域
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
委
員
会
か
ら
の
委
任
事
項
に
関
し
て
は
、
で
き
る
限
り
共
通
の
基
盤
を
見
出
す
べ
き
で
あ
り
、
も
し
そ

れ
ら
が
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
業
部
会
は
、
意
見
の
一
致
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
記
録
に
と
ど
め
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

ス
ト
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
メ
キ
シ
コ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
及
び
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
外
交
会
議
の
前
会
期
に
提
出
し
、
後

一
っ
し
か
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
以
前
の
討
議
で
、
こ
の
提
案
に
広
範
囲
に
わ
た
る
合

1
0
 

九 八

作
業
部
会
は
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
光
線
に
よ
る
発
見
が
不
可
能
な
破
片
の
問
題
に
つ
い
て
の
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
1
0
 
a
n
d
 A
d
d
.
 1
 a
n
d
 2
.

オ
ー

1

レ
ン
ト
ゲ
ン
光
線
に
よ
る
発
見
が
不
可
能
な
破
片

B
 

な
進
歩
を
と
げ
て
お
り
、
詳
細
な
提
案
も
提
出
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
ら
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
た
と
い
う
説
明
が
あ
っ
た
。
付
託
事
項
は
ま
た
、
通
常
兵
器

の
そ
の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
討
議
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
作
業
部
会
は
、
検
討
機
構
が
そ
の
時
点
ま
で
に
締
結
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
協
定
に
主
と
し
て
関
係
し
て
い
る
の
で
、
付
託
事
項
案
に
提
案
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
検
討
機
構
に
つ
い
て
討
議
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
、
し
か
し
、

作
業
部
会
は
、
将
来
の
追
跡
調
査
、
す
な
わ
ち
、
外
交
会
議
第
四
会
期
以
後
こ
の
問
題
に
つ
い
て
と
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
措
置
を
討
議
し
、
ま
た
ア
ド
・

ホ
ッ
ク
委
員
会
の
審
議
の
た
め
に
、
こ
の
事
項
に
関
す
る
勧
告
を
提
出
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
合
意
し
た
。

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
報
告
者
で
あ
る
テ
イ
ラ
ー
氏
（
イ
ギ
リ
ス
）
が
、
作
業
部
会
の
議
長
に
選
ば
れ
た
が
、
五
月
六
日
ま
で
は
、
イ
ー
ト
ン

氏
（
イ
ギ
リ
ス
）
が
代
行
し
た
。

作
業
部
会
の
作
業

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

一九―

（五――

10)



2
 

意
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
、
ま
ず
こ
れ
を
討
議
し
た
。
こ
の
提
案
は
、
人
体
内
で
レ
ン
ト
ゲ
ン
光
線
に
よ
る
発
見
が
不
可
能
な
破
片
に
よ
る
損
傷
が
そ

の
第
一
次
効
果
で
あ
る
す
べ
て
の
兵
器
の
使
用
禁
止
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

作
業
部
会
へ
の
こ
の
提
案
の
提
示
に
際
し
、
共
同
提
案
国
の
―
つ
は
、
こ
の
提
案
の
背
後
に
あ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
最
初
に
提
案
さ

(
1
)
 

れ
た
政
府
専
門
家
会
議
(
-
九
七
六
年
初
め
、
ル
ガ
ノ
で
開
催
）
、
及
び
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
一
九
七
六
年
会
期
で
す
で
に
く
わ
し
く
説
明
し
た
と

述
べ
た
。
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
そ
の
理
由
は
、
提
案
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
種
類
の
破
片
が
レ
ン
ト
ゲ
ン
光
線
と
い
う
通
常
の
医
療
方
法
で
は
発
見

不
可
能
な
た
め
、
も
し
そ
れ
ら
を
人
体
内
か
ら
抽
出
す
る
と
す
れ
ば
、
非
常
な
困
難
が
伴
い
、
時
間
も
か
か
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
破
片
は
不
必
要
な
苦

痛
を
生
ず
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
提
案
は
、
兵
器
の
不
可
欠
な
部
分
|
|
例
え
ば
、
地
雷
ま
た
は
砲
弾
の
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク

製
外
被
ー
の
使
用
禁
止
は
求
め
な
か
っ
た
。
但
し
、
そ
の
よ
う
な
兵
器
の
第
一
次
効
果
が
、
他
の
効
果
（
例
え
ば
爆
裂
）
よ
り
も
む
し
ろ
、
禁
止
さ
れ

た
ク
イ
プ
の
破
片
に
よ
る
損
傷
に
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
簡
単
な
討
議
の
後
、
作
業
部
会
は
全
会
一
致
で
、
こ
の
提
案
に
関
し
て
合
意
の

得
ら
れ
る
領
域
を
見
出
し
た
。

(
1
)
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 o
f
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 E
x
p
e
r
t
s
 o
n
 t
h
e
 U
s
e
 
of 
C
e
r
t
a
i
n
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
 W
e
a
p
o
n
s
 
(
S
e
c
o
n
d
 
S
e
s
s
i
o
n
、L
u
g
a
n
o
,
2
8
 

J
a
n
u
a
r
y
,
2
6
 F
e
b
r
u
a
r
y
 197'6), 
International C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of t
h
e
 R
e
d
 Cross, 1
9
7
6
 (
l
l
i
!
[
J
l
\
l
l
!
~
4
M
l

弟
三
一
今
土
期
で
、
す
<
べ
て
の
加
萌
竺
国

Iに

入
手
可
能
と
さ
れ
た
）
を
見
よ
。

地
雷
及
び
擬
装
兵
器

地
雷
と
擬
装
兵
器
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
は
、
作
業
部
会
で
は
二
つ
の
提
案
ー
―
つ
は
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
及
び
イ
ギ

で
あ
り
、

リ
ス
が
共
同
提
案
し
た
も
の

(
C
D
D
H
/
N/
2
1
3
 a
n
d
 A
d
d
.
 1
 a
n
d
 2)

最
初
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
一
九
七
六
年
会
期
に
提
出
さ
れ

た
。
第
二
番
め
の
も
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
ウ
ル
グ
ァ
イ
及
び
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
共
同
提
案

(
C
D
D
H

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

一
九
三

（
五
三
一
）



一
四

も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
提
案
は
、
以
下
の
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
、
遠
隔
散
布
地
雷
（
例
え
ば
、

（
五
三
二
）

/
I
V
 /2
2
2
 
a
n
d
 A
d
d
.
 1
)

し
、
一
九
七
七
年
五
月
五
日
に
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
で
提
示
さ
れ
た
ー
を
並
行
し
て
審
議
し
た
。
後
者
の
提
案
は
、
共

同
提
案
国
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
問
題
で
こ
れ
ら
諸
国
が
共
同
提
案
し
た
以
前
の
文
書
す
べ
て

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
0
1
,
 2
0
9
 a
n
d
 2
1
1
)

に
と
っ
て
代
わ
る

つ
ま
り
、
す
べ
て
の
地
雷
原
を
で
き
る
限
り
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

ロ
ケ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
千
メ
ー
ト
ル
の
距
離
か
ら
の
砲
弾
に
よ
る
）
が
、
無
害
化
装
置
を
装
備
し
て
い
な

い
か
、
そ
れ
ら
が
散
布
さ
れ
る
地
域
が
何
ら
か
の
は
っ
き
り
し
た
方
法
で
標
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
り
、
そ
れ
ら
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
、
戦
闘

が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
人
口
密
集
地
域
で
の
、
手
で
設
置
で
き
る
地
雷
及
び
装
置
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
（
但
し
、
そ
れ
ら
の
影
響
か
ら
、
文
民
を
保

護
す
る
た
め
の
予
防
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
）
、
及
び
、
表
面
上
は
無
害
物
で
あ
る
よ
う
な
爆
発
性
及
び
非
爆
発
性
装
置

（
例
え
ば
擬
装
兵
器
）
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
2
2
 
a
n
d
 A
d
d
.
 1
)

は
、
共
同
提
案
国
に
よ

る
と
、
地
雷
か
ら
の
一
般
住
民
の
保
護
に
力
点
を
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
若
干
の
基
礎
的
討
議
の
後
、
共
通
の
単
一
テ
キ
ス
ト

(
C
D
D
H
/
I
V/
G
T
 
/
4
.
 

ォ
ー
ス
ト
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ラ
ン
ス
、
メ
キ
シ
コ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
ス
イ
ス
が
共
同
提
案
し
た
。
そ

の
写
し
は
下
記
の
付
録
一
に
含
ま
れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
は
幅
広
い
合
意
が
得
ら
れ
た
が
、
括
弧
の
中
に
含
ま
れ
る
若
干
の
議
論
あ
る
点
が
残
さ
れ
た
。

す
べ
て
の
代
表
団
が
、
共
通
の
立
場
に
達
す
る
た
め
に
共
同
提
案
国
が
行
な
っ
た
努
力
を
歓
迎
し
、
貴
重
な
前
進
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
が
、

若
干
の
も
の
は
、
提
案
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
完
全
に
受
諾
可
能
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
依
然
と
し
て
で
き
な
い
と
強
調
し
た
。
作
業
文
書
を
共
同
提
案

し
た
中
の
数
力
国
を
含
む
、
多
く
の
代
表
団
は
、
特
別
な
点
に
関
す
る
そ
れ
ら
諸
国
の
具
体
的
な
留
保
と
疑
問
を
作
業
部
会
の
報
告
書
の
中
に
記
録
す
る

よ
う
希
望
し
た
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
留
保
は
、
基
本
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
ず
、
一
般
に
は
、
こ
れ
ら
の
提
案
(
C
D
D
H

/
I
V
/
G
T
/
4
,
下
記
の
付
録
ー
を
見
よ
）
に
つ
い
て
、
幅
広
い
合
意
の
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

一
九
四



禁
止
に
と
っ
て
、
実
現
可
能
な
若
干
の
要
求
を
含
ん
で
い
た
。

0
第
四
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
0
8
)

は、

兵
器
の
第
三
の
種
類
、
す
な
わ
ち
焼
夷
兵
器
に
関
し
て
は
、
作
業
部
会
に
六
つ
の
提
案
が
提
出
さ
れ
た
。

第
一
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V
/Inf. 2
2
0
)
 
-
ア
フ
ガ
ニ
ス
ク
ン
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ニ
ジ
プ
ト
、
イ
ラ
ン
、
象
牙
海
岸
、
レ

バ
ノ
ン
、
レ
ソ
ト
、
マ
リ
、
モ
ー
リ
ク
ニ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ー
ダ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
タ

ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
ェ
ラ
、

れ
に
加
わ
っ
た
ー
ー
は
、
主
と
し
て
、
目
標
に
対
し
散
布
さ
れ
た
物
質
の
化
学
反
応
で
生
ず
る
火
炎
作
用
及
び
（
ま
た
は
）
熱
作
用
に
よ
り
、
目
的
物
に

放
火
で
き
る
よ
う
、
も
し
く
は
人
に
火
傷
を
与
え
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
す
べ
て
の
焼
夷
兵
器
の
使
用
禁
止
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
中
に
は
、
火
炎

放
射
器
、
焼
夷
砲
弾
、
ロ
ケ
ッ
ト
、
手
梱
弾
、
地
雷
及
び
爆
弾
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
滲
透
効
果
ま
た
は
破
砕
効
果
と
焼
夷
効
果
を
併
用
し
た
焼
夷
弾
薬

と
、
航
空
機
、
装
甲
車
及
び
類
似
の
目
標
に
対
し
使
用
す
る
た
め
特
に
設
計
さ
れ
た
焼
夷
兵
器
を
除
い
て
い
る
。

＠

第

二

提

案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
1
7
)

は
、
メ
キ
シ

n
が
提
案
し
、
外
交
会
議
第
三
会
期
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
提
案
で
禁
止
さ
れ

て
い
る
と
同
様
の
、
一
般
的
ク
イ
プ
の
兵
器
す
べ
て
の
使
用
禁
止
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
中
に
は
、
航
空
機
、
装
甲
車
及
び
類
似
の
目
標
に
対
し

使
用
さ
れ
る
滲
透
兵
器
も
含
ま
れ
て
い
た
。

第
三
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
0
7
)

は、

さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
焼
夷
兵
器
を
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
外
交
会
議
の
前
会
期
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
記
の

0
と
⑨
の
提
案
中
に
定
義

(
2
)
 

「
人
員
」
及
び
軍
事
目
標
（
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対
す
る
第
一
追
加
議
定
書
案
第
四
七
条
二
項

に
よ
っ
て
軍
事
目
標
と
定
義
さ
れ
て
い
な
い
も
の
）
に
対
し
て
、
ま
た
は
、
地
上
兵
力
間
の
戦
闘
が
居
住
地
域
で
行
な
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
よ
う

(3) 

な
地
域
に
位
置
す
る
軍
事
目
標
に
対
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
禁
止
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

(1) ー五
3
 
焼

夷

兵

器

一
九
五

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
及
び
ザ
イ
ー
ル
が
、
外
交
会
議
第
二
会
期
に
共
同
提
案
し
、
後
に
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
も
そ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
よ
り
外
交
会
議
の
前
会
期
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
火
炎
兵
器
の

（
五
三
三
）



さ
ら
に
、
す
べ
て
の
焼
夷
兵
器
の
使
用
禁
止
を
提
案
し
た
文
書

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
0
1
)

を
、
外
交
会
議
第
二
会
期
に
共
同
提
案
し
た
国
の
一
っ

で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
代
表
団
は
、
作
業
部
会
が
全
面
禁
止
の
方
向
へ
進
む
べ
き
で
あ
る
と
付
言
し
た
。
そ
れ
は
、

れ
た
第
五
回
非
同
盟
諸
国
首
脳
会
議
が
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ

(
A
/
3
1
/
1
9
7
.

付
録
四
、
決
議
ご
一
を
見
よ
）
を
承
認
し
た
後
に
、
国
連
総
会
も
決

議
3
1
/
1
9

で
そ
れ
を
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
り
採
択
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
焼
夷
兵
器
禁
止
の
医
療
上
の
理

由
は
、
一
九
七
六
年
初
め
の
ル
ガ
ノ
に
お
け
る
政
府
専
門
家
会
議
で
唱
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
抗
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
代
表
団
は
ま

た
、
自
国
の
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
0
8
,

上
記
一
五
④
を
見
よ
）
が
、
効
果
的
に
焼
夷
兵
器
の
対
人
使
用
を
排
除
す
る
完
全
な
禁
止
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

部
分
的
制
限
は
、
実
際
の
戦
闘
の
緊
張
の
下
で
は
破
ら
れ
や
す
い
の
で
、
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
こ
の
一
般
的
見

解
は
、
他
の
多
く
の
代
表
団
に
よ
り
支
持
さ
れ
た
。

l

1

^

 

(

2

)

 

第
五
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
2
3
)

は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
今
会
期
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
発
光
体
、
追
撃
標
識

及
び
信
号
弾
以
外
の
焼
夷
兵
器
の
使
用
ー
ー
但
し
、
そ
の
よ
う
な
対
象
が
、
一
般
住
民
居
住
地
域
内
、
ま
た
は
、
そ
の
付
近
に
な
い
場
合
の
軍
事
目
標
に

対
す
る
使
用
、
及
び
、
掩
蔽
壕
、
ト
ー
チ
カ
の
よ
う
な
戦
場
の
要
砦
に
い
る
軍
人
に
対
し
て
の
使
用
は
除
く
ー
~
を
、
す
べ
て
の
場
合
に
禁
止
す
る
よ
う

に
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

出
し
た
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
0
6
)
 

に
か
わ
っ
て
、
今
会
期
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
市
町
村
、
難
民
キ
ャ
ソ
プ
の
よ
う
な
「
す
べ
て
の
文
民
密
集
地

域
」
を
、
「
焼
夷
弾
薬
に
よ
る
攻
撃
目
標
」
と
す
る
こ
と
の
禁
止
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
攻
撃
が
他
の
場
合
に
は
合
法
的
で
あ
る
と
き
、

軍
事
目
標
へ
の
焼
夷
効
果
を
限
定
す
る
た
め
に
す
ぺ
て
の
可
能
な
予
防
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
き
、
及
び
目
標
が
地
上
兵
力
間
の
戦
闘
の
現
に
行
な

わ
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
、
差
し
迫
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
地
域
に
位
置
し
て
い
る
と
き
は
、
特
定
軍
事
目
標
に
対
す
る
攻
撃
を
認
め
て
い
る
。

(6) (5) 

第
六
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
0
6
/
R
e
v
.
 1
)

は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
及
び
オ
ラ
ン
ダ
が
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
前
会
期
に
提

U
n
i
t
e
d
 Nations, 
T
r
e
a
t
y
 Series̀
vol. 7
5
,
 N
o
s
.
 9
7
0
,
9
7
3
.
 

関
法
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八
巻
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一
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文
民
居
住
地
域
外
に
所
在
す
る
軍
事
物
質
に
制
限
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
六
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V
/
2
0
6
/
R
e
v
.
1

)

は、

質
に
対
す
る
使
用
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
同
代
表
団
は
、
焼
夷
兵
器
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
火
災
は
不
可
避
的
に
広
が
り
、
抑
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
兵
器
を
文
民
居
住
地
域
で
使
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
第
六
提
案
の
一
共
同
提
案
国
は
、

軍
事
目
標
に
対
す
る
一
切
の
攻
撃
禁
止
が
、
攻
撃
か
ら
守
る
た
め
に
文
民
居
住
地
域
内
に
そ
の
よ
う
な
目
標
を
わ
ざ
と
設
置
す
る
よ
う
に
な
る
と
述
べ
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
代
表
団
は
、
こ
の
よ
う
な
目
標
は
他
の
ク
イ
プ
の
兵
器
で
攻
撃
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

す
る
第
一
追
加
議
定
書
案
の
下
で
、
諸
国
家
は
、
最
大
限
可
能
な
限
り
、
居
住
地
域
へ
の
そ
の
よ
う
な
目
標
の
設
置
を
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
答
え

一
代
表
団
は
、
議
定
書
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
を
意
図
し
た
提
案
、
ま
た
は
兵
器
制
限
に
関
す
る
議
定
書
の
採
択
を
想
定
し
た
い
か
な
る
提
案

を
も
討
議
す
る
用
意
は
な
い
と
強
調
し
た
。

不
十
分
で
あ
る
と
多
く
の
代
表
団
が
考
え
て
い
る
こ
と
で
は
全
面
的
な
合
意
が
あ
っ
た
。
他
方
、
カ
ナ
ダ
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
団
は
、
軍
事
目
標
に
対

二
0

第
六
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
0
6
/
R
e
v
.
 1
)

は、

＿九

こ。t
 ＿

八
一七

一
九
七

第
六
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
0
6
/
R
e
v
.
 1

上
記
一
五
⑱
を
見
よ
）
を
共
同
提
案
し
て
い
る
代
表
団
は
、
現
在
の
状
況
下
で
は
、
全
面
禁
止
は
非

現
実
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
多
く
の
国
に
は
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
自
国
側
の
提
案
は
、
戦
時
に
お
い
て
火
炎
兵
器
か
ら
文
民
を

保
護
す
る
現
実
的
方
法
を
提
案
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
他
多
く
の
代
表
団
が
こ
の
一
般
的
立
場
を
支
持
し
た
。

第
五
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V
 /223,
上
記
ー
五
⑮
を
見
よ
）
の
提
案
国
と
し
て
、
イ
ン
ド
ネ
ツ
ア
の
代
表
団
は
、
こ
の
提
案
が
火
炎
兵
器
の
使
用
を

す
ぺ
て
の
軍
事
物

一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対

滴
足
で
き
る
点
に
ま
で
進
ん
で
お
ら
ず
、
た
と
え
討
議
の
有
益
な
基
礎
に
な
る
と
し
て
も
、

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

（
五
三
五
）



4
 

は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
提
案
は
、
価
値
の
あ
る
も
の
と
さ
れ
、

す
る
焼
夷
攻
撃
の
可
能
性
を
「
戦
闘
地
域
」
ー
ー
も
と
は
、

「
地
上
兵
力
間
の
戦
闘
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
、
又
は
差
し
迫
っ
て
い
る
地
域
」
で
あ
っ
た

ー
ー
に
制
限
す
る
た
め
の
修
正
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
G
T
 
/
7
)

を
提
示
し
、
「
戦
闘
の
差
し
迫
っ
て
い
る
地
域
」
を
含
め
る
こ
と
は
、
攻
撃
国
に
と
っ
て
有

利
で
あ
り
、
「
戦
闘
地
域
」
と
い
う
言
葉
は
す
で
に
外
交
会
議
で
定
義
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
若
干
の
代
表
団
は
、
提
案
さ
れ
た
代
案
を
、
有
益
な

も
の
で
は
あ
る
が
、
一
層
の
研
究
を
要
す
る
と
考
え
た
。
他
方
、
一
代
表
団
は
、

ニー
調
和
さ
せ
る
た
め
に
問
題
を
審
議
す
る
小
作
業
部
会
の
設
置
を
提
唱
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
提
案
に
は
十
分
な
支
持
が
集

ま
ら
な
か
っ
た
。

焼
夷
兵
器
の
問
題
に
関
す
る
討
議
の
印
象
を
要
約
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
代
表
は
、
す
べ
て
の
提
案
を
網
羅
し
て
、
こ
の
問
題
を
分
析
的
か

つ
徹
底
的
に
討
議
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
、
充
分
な
論
議
が
な
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
と
し
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
代
表
団
の
意
見
で

基
礎
と
し
て
、
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
希
望
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

他
の
ク
イ
プ
の
兵
器

一
層
の
前
進
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
様
々
な
意
見
が
検
討
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
諸
々
の
提
案
の
間
の
相
違
点
を

他
の
タ
イ
プ
の
通
常
兵
器
の
中
で
は
、

気
体
爆
弾

(
F
A
E
s
)

と
小
口
径
兵
器
の
み
が
作
業
部
会
で
の
具
体
的
提
案
の
対
象
で
あ
っ
た
。

爆
弾
に
つ
い
て
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ス
イ
ス
が
、
空
気
中
に
拡
散
し
た
物
質
で
起
こ
る
爆
発
雲
か
ら
生
ず
る
衝
撃
波
に
、
そ
の
効
果
を
依
拠
し
て
い
る

弾
薬
の
使
用
禁
止
ー
但
し
、
地
雷
原
の
一
掃
の
よ
う
に
、
そ
の
目
的
が
も
っ
ぱ
ら
有
体
物
破
壊
に
あ
る
場
合
は
除
く
ー
ー
を
、
諸
国
家
が
合
意
す
べ
き

焼
夷
兵
器
の
禁
止
に
、

す
で
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

「
戦
闘
地
域
」
と
い
う
言
葉
が
、
他
の
箇
所
で
不
明
確
す
ぎ
る
と
し
て

一
層
綿
密
な
研
究
が
有
益
な
結
果
を
生
み
、
か
つ
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
将
来
の
討
議
の

一
九
八

（
五
三
六
）

気
体



提
案
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
国
家
は
、
ぃ
現
在
最
も
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
七
・
六
ニ
ミ
リ
ロ
径
の
も
の
以
上
に
ひ
ど
い
損
傷
を
生
ず
る
投
射
物
の

生
産
を
禁
止
し
、
⑲
人
体
を
貫
通
す
る
際
、
即
座
に
回
転
し
、
変
形
又
は
分
裂
す
る
小
銃
弾
、
又
は
過
度
の
速
度
を
有
す
る
小
銃
弾
を
避
け
、
り
傷
害
弾

道
学
の
分
野
に
お
け
る
国
内
的
、
国
際
的
レ
ペ
ル
で
の
研
究
と
実
験
を
継
続
し
、
そ
し
て
、
⇔
外
交
会
議
と
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
後
援
の
下
に
開
催

さ
れ
た
政
府
専
門
家
会
議
へ
提
出
さ
れ
た
提
案
、
及
び
そ
れ
ら
の
会
議
に
よ
り
遂
行
さ
れ
た
作
業
を
考
慮
に
い
れ
て
、
武
力
紛
争
で
過
度
の
損
傷
を
及
ぼ

す
小
口
径
投
射
物
の
使
用
を
禁
止
す
る
将
来
の
協
定
を
目
的
と
し
た
作
業
の
継
続
に
つ
い
て
合
意
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
作
業
部
会
で

は
、
こ
の
提
案
は
あ
ま
り
詳
細
に
討
議
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
代
表
は
、
そ
れ
に
同
意
し
な
い
と
の
意
思
を
表
明
し
た
。

作
業
部
会
で
は
、
具
体
的
な
合
意
は
何
ら
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
人
道
上
の
理
由
か
ら
様
々
な
通
常
兵
器
の
使
用
を
禁
止
す
る
問
題
で
と
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
将
来
の
行
動
（
一
般
に
外
交
会
議
の
作
業
に
対
す
る
追
跡
調
査
と
い
わ
れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
か
な
り
の
重
要
性
を
帯
び
た

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
作
業
の
後
半
に
お
い
て
作
業
部
会
は
、
議
長
の
提
案
で
、
そ
の
関
連
事
項
が
外
交
会
議
の
他
の
委
員
会
で
の
積

極
的
な
交
渉
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
の
理
由
か
ら
、
追
跡
調
査
問
題
を
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
決
定
し
た
。
し
か
し
、
一
般
問
題
に
関
す
る
論
評
は
、

二
五

ニ
四

で
あ
る
と
い
う
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
G
T
 
/
5
)

を
提
出
し
た
。
同
様
の
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
1
5
)

を
外
交
会
議
の
前
会
期
に
提
出
し
た
と
述
べ
た
後
、
共

同
提
案
国
の
代
表
団
は
、
最
近
の
動
物
実
験
に
よ
る
と
、
気
体
爆
弾
の
蒸
気
雲
の
中
に
い
た
人
の
死
亡
率
が
一

oo・
＾
ー
セ
ン
ト
に
近
く
、
そ
れ
ら
が
死

の
中
で
も
最
も
残
虐
な
も
の
の
―
つ
を
生
み
出
す
の
で
、
そ
れ
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
代
表
団
は
、
そ
れ
ら

の
事
実
は
こ
れ
ら
の
兵
器
に
対
す
る
禁
止
又
は
制
限
を
正
当
化
で
き
な
い
と
し
、
ま
た
、
自
国
の
代
表
団
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ゾ
の
提
案
を
受
け
い
れ
る
こ
と

が
で
き
ず
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
で
反
論
を
提
出
す
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。

小
口
径
投
射
物
に
関
す
る
文
書
に
よ
る
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
G
T
 
/
6
)
 

作
業
部
会
の
報
告
書

も
ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
以
下
の
こ
と
を

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

5
 

一
九
九

（
五
三
七
）



ニ
八

二
七

二
六

「
第
三
三
条
に
基
づ
い
て
」

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
全
体
会
議
で
行
な
わ
れ
う
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
論
評
に
つ
い
て
、
後
で
述
べ
る
。

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
外
部
で
生
じ
た
追
跡
調
査
に
つ
い
て
の
進
展
に
つ
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
以
下
の
二
つ
の
節
で
報
告
す
る
。

作
業
部
会
は
、
五
月
一
九
日
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
り
そ
の
報
告
書

(
C
D
D
H
/
I
V
/
2
2
4
/
R
e
v
.
1
)

を
採
択
し
た
。

外
交
会
議
に
お
け
る
特
定
通
常
兵
器
に
関
す
る
作
業
の
追
跡
調
査
（
第
一
委
員
会
）

作
業
部
会
の
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
間
に
、

二
の
当
事
国
か
ら
成
る
委
員
会

ニ
ク
ア
ド
ル
、
グ
ァ
テ
マ
ラ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
イ
ラ
ン
、
メ
キ
シ
コ
、
ニ
カ
ラ
グ
ァ
、
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
、
パ
ナ
マ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
及
び
ス
ペ
イ
ン
の
代
表
団
が
、
第
一
委
員
会
の
作
業
部
会
で
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対
す
る
第
一

追
加
議
定
書
案
新
第
八
六
条
の
二
（
第
八
六
条
は
、
議
定
書
改
正
の
た
め
の
手
続
き
を
扱
っ
て
い
る
）
の
提
案

(
C
D
D
H
/
I
 /3
4
0
)

と
い
う
形
で
、
外

交
会
議
に
お
け
る
特
定
通
常
兵
器
に
関
す
る
作
業
の
追
跡
調
査
問
題
を
提
起
し
た
。
本
質
的
に
は
、
こ
の
提
案
は
、
議
定
書
又
は
諸
条
約
の
一
又
は
そ
れ

c
 

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

（
同
条
は
、
過
度
の
損
傷
又
は
不
必
要
な
苦
痛
を
生
ず
る
性
格
を
有
す
る
兵
器
の
使
用
禁
止
を
扱
っ
て

以
上
の
当
事
国
が
、

い
る
）
、
若
干
の
通
常
兵
器
の
使
用
禁
止
の
た
め
に
提
出
す
る
提
案
に
つ
い
て
の
勧
告
を
審
議
し
採
択
す
る
た
め
に
、

の
設
立
を
規
定
し
て
い
た
。
第
一
委
員
会
で
後
に
採
択
さ
れ
た
こ
の
提
案
は
、
さ
ら
に
以
下
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
委
員
会
は
、
当
事

国
が
被
寄
託
国
政
府
に
宛
て
た
「
通
告
」
の
方
法
に
よ
り
、
公
平
な
地
理
的
配
分
に
基
づ
い
て
、
三
年
間
の
任
期
で
選
挙
さ
れ
る
こ
と
。
被
寄
託
国
は
、

委
員
会
を
選
挙
す
る
た
め
に
、
当
事
国
の
会
議
を
召
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
委
員
会
は
、
委
員
の
三
分
一
が
要
請
し
た
時
は
い
つ
で
も
開
催
さ
れ

ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
過
半
数
に
よ
っ
て
そ
の
勧
告
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
赤
十
字
国
際
委
員
会
は
、
委
員
会
の
作
業
に
参
加
し
、
必
要
な

事
務
的
便
宜
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
し
て
、
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
紛
争
当
事
国
が
戦
闘
方
法
の
選
択
に
つ
い
て
無
制
限
の
権
利

を
有
し
な
い
と
い
う
原
則
を
実
施
す
る
協
定
を
採
択
す
る
た
め
に
、
委
員
会
の
勧
告
に
基
づ
い
て
、
被
寄
託
国
は
、
特
別
会
議
開
催
を
希
望
す
る
議
定
書

二
0
0
（
五
三
八
）



第
一
委
員
会
作
業
部
会
C
の
報
告
書
の
付
録

(
C
D
D
H
/
I
/
3
5
0
/
R
e
v
.
1
 /
A
d
d
.
 1
 /
R
e
v
.
 1
)

の
中
で
、
作
業
部
会
で
の
討
議
か
ら
、
次
の
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
報
告
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
八
六
条
の
二
案
の
共
同
提
案
国
に
よ
る
人
道
上
の
動
機
が
満
場
一
致
で
歓
迎
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

過
度
の
損
傷
を
生
む
か
若
し
く
は
無
差
別
な
効
果
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
通
常
兵
器
の
禁
止
又
は
制
限
を
行
な
う
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

こ
の
望
ま
し
い
目
的
を
い
か
に
し
て
達
成
す
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
―
―
つ
の
異
な
っ
た
見
解
が
あ
っ
た
。

員
会
が
、
有
益
で
も
適
切
で
も
な
い
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、
特
に
国
連
総
会
の
特
別
会
期
が
、
そ
の
提
案
に
提
示
さ
れ
た
問
題
を
含
む
軍
縮
問
題
を
審

議
す
る
た
め
に
、
ま
も
な
く
開
催
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
世
界
軍
縮
会
議
の
招
集
が
、
依
然
と
し
て
実
現
可
能
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら

に
は
、
提
案
さ
れ
た
委
員
会
設
立
と
い
う
手
間
を
か
け
ず
と
も
、
若
干
の
通
常
兵
器
の
使
用
制
限
を
審
議
す
る
た
め
の
特
別
会
議
を
招
集
す
る
と
い
う
望

ま
し
い
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
の
で
き
る
決
議
を
、
外
交
会
議
で
採
択
し
う
る
、
と
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

な
わ
れ
た
作
業
の
有
効
性
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
な
く
、
過
度
の
損
傷
を
生
み
若
し
く
は
無
差
別
な
効
果
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
通
常
兵
器
の
使
用
制

限
と
第
一
追
加
議
定
書
案
に
含
ま
れ
る
関
連
原
則
と
の
法
的
な
連
関
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
故
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会

の
作
業
の
追
跡
調
査
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
第
一
追
加
議
定
書
案
の
関
連
規
定
を
発
展
さ
せ
適
用
さ
せ
る
特
別
機
構
の
創
設
が
必
要
で
あ
っ
た
。

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
ま
た
、
追
跡
調
査
問
題
の
短
期
的
解
決
策
と
し
て
、
外
交
会
議
に
よ
る
決
議
の
採
択
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
提
案
さ
れ
て
い
る
新

第
八
六
条
の
二
に
含
ま
れ
て
い
る
原
則
に
基
礎
を
置
く
条
項
の
採
択
は
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
国
際
人
道
法
の
枠
内
で
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
長
期
的
解

決
策
を
追
求
す
る
た
め
に
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
グ
ル
ー
。
フ
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
他
の
活
動
及
び
作
業
が
、
こ

の
問
題
に
著
し
い
貢
献
を
な
し
て
い
な
い
の
で
、
新
第
八
六
条
の
二
に
関
す
る
提
案
が
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
唯
一
の
解
決
策
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

1
0
 

二
九

又
は
諸
条
約
の
当
事
国
と
協
議
し
て
、
そ
の
よ
う
な
特
別
会
議
を
召
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

二
0

し
か
し
な
が
ら
、
提
案
さ
れ
た
新
第
八
六
条
の
二
を
支
持
す
る
代
表
団
は
、
意
見
の
一
致
し
た
領
域
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
外
交
会
議
で
行

（
五
三
九
）

―
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
提
案
さ
れ
た
委



J

と
を
勧
告
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
こ
の
問
題
に
関
す
る
以
前
の
決
議
、

こ、．
 

（
五
四

0
)

―10
ニ

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
提
案
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
外
交
会
議
の
排
他
的
権
限
内
に
属
す
る
純
粋
に
人
道
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
軍
縮
を
こ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
の
政
治
的
、
経
済
的
側
面
か
ら
扱
か
っ
て
い
る
他
の
組
織
に
は
関
連
し
な
い
と
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
付
言
し
た
。

一
九
七
七
年
五
月
一
六
日
、
カ
ナ
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
団
は
、
外
交
会
議
本
会
議
の
審
議
の
た
め

―
つ
の
決
議
案

(
C
D
D
H
/
I
n
f
.
2
4
0
)

を
提
出
し
た
。
そ
の
本
文
中
で
、
外
交
会
議
は
、
ぃ
通
常
兵
器
を
関
す
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
報
告
書

務
総
長
に
対
し
、

こ
れ
ら
の
文
書
、

及
び
そ
れ
に
附
随
し
た
提
案
に
注
目
し
、
＠
外
交
会
議
に
出
席
し
た
諸
国
政
府
と
国
連
事
務
総
長
に
報
告
書
及
び
諸
提
案
を
送
付
し
、
り
諸
国
政
府
と
事

(

3

)

（

4
)
 

政
府
専
門
家
会
議
第
一
及
び
第
二
会
期

（
そ
れ
ぞ
れ
、
ル
ツ
ェ
ル
ン
と
ル
ガ
ノ
で
開
催
）
の
報
告
書
を
、
早
急
に
考
慮
す
る
よ
う
要
請
し
、
⇔
慎
重
な
準
備
の
上
、
で
き
る
限
り
す
み
や
か
に
、

特
定
通
常
兵
器
の
使
用
に
関
す
る
禁
止
又
は
制
限
を
求
め
る
た
め
、
会
議
を
召
集
す
る
よ
う
勧
告
し
、
紺
事
務
総
長
に
対
し
、

議
が
召
集
さ
れ
る
可
能
性
を
も
含
め
て
特
別
会
議
の
た
め
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
討
議
の
場
を
設
置
す
る
た
め
、
緊
急
問
題
と
し
て
、
諸
政
府
と
協
議
す
る

よ
う
要
請
し
、
付
提
案
さ
れ
て
い
る
会
議
が
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
で
行
な
わ
れ
た
諸
提
案
を
考
慮
に
い
れ
、
特
定
通
常
兵
器
の
使
用
制
限
に
つ
い
て

の
諸
協
定
及
び
そ
の
よ
う
な
協
定
の
検
討
、
ま
た
将
来
の
合
意
に
関
す
る
諸
提
案
審
議
の
た
め
の
機
構
に
つ
い
て
の
協
定
を
追
求
し
続
け
る
べ
き
で
あ
る

(

3

)

第
一
会
期
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、

C
且
ference
o
f
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 E
x
p
e
r
t
s
 o
n
 the 
U
s
e
 
o
f
 Certain 
Conventional 
W
e
a
p
o
n
s
 

(International 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
the 
R
e
d
 Cross, 
G
e
n
e
v
a
,
 1
9
7
5
)
 
~
曰
兄
よ
。

(

4

)

第
二
会
期
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、

G
滋
ference
o
f
 G
o
v
e
r
n
1恙
n
t
Eぶ`
rts
o
n
 the 
U
s
e
 
o
f
 Certain 
Conventional 
W
e
a
p
o
n
s
 

(International 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of the R
e
d
 Cross, G
e
n
e
v
a
,
 1
9
7
6
)
 ~
日
R
ト{
O

こ
の
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
代
表
団
は
、
通
常
兵
器
に
関
す
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
で
こ
の
追
跡
調
査
問
題
を
討
議
し
よ
う
と
し
た
が
、
第

関
法

第
二
八
巻
第
三
号

並
び
に
、

一
国
家
に
よ
っ
て
特
別
会



四

八
六
条
の
二
案
を
支
持
す
る
代
表
団
は
、
こ
の
条
項
が
第
一
委
員
会
の
み
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
委
員
会
の
権
限
内
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
が
故
に
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
で
討
議
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
討
議
に
は
参
加
し
な
い
け
れ
ど
も
、
ア
ド
・
ホ
ッ

ク
委
員
会
で
の
論
評
が
一
般
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
票
決
に
対
す
る
彼
ら
の
反
対
に
固
執
し
な
い
こ
と
に
同
意
し
た
。

量
こ
の
条
項
案
に
反
対
す
る
若
千
の
代
表
団
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
で
の
作
業
の
成
果
の
一
部
は
、
こ
の
分
野
で
の
協
定
の
た
め
の
慎
重
に

考
慮
さ
れ
た
検
討
機
構
の
設
立
で
あ
る
と
主
張
し
な
が
ら
も
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
作
業
を
他
の
討
議
場
で
継
続
す
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
、
と
述

べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
は
、
第
八
六
条
の
二
案
に
提
案
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
対
抗
機
構
を
設
置
し
た
り
、
又
は
第
一
議
定
書
案
に
も
っ
ぱ
ら
こ
の

よ
う
な
機
構
を
連
結
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
機
構
が
今
後
の
努
力
を
法
的
基
準
に
集
中
さ
せ
、

他
の
関
連
要
素
（
政
治
的
、
経
済
的
、
軍
事
的
考
慮
と
い
う
よ
う
な
）
を
排
除
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
代
表
団
は
、
軍
縮
に
つ

い
て
の
他
の
討
議
場
に
言
及
し
、
．
問
題
を
そ
れ
ら
の
討
議
場
に
付
託
し
う
る
と
示
唆
し
た
。
ま
た
、
他
の
代
表
団
は
、
す
で
に
ル
ガ
ノ
で
の
政
府
専
門
家

会
議
で
行
な
わ
れ
た
検
討
機
構
の
研
究
に
注
意
を
促
し
、
第
一
委
員
会
が
そ
こ
で
提
案
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
代
案
を
考
慮
す
る
よ
う
希
望
し
た
。
一
代
表

の
作
業
団
は
、
第
八
六
条
の
二
案
を
全
く
外
交
会
議
の
権
限
外
の
も
の
と
み
な
し
て
お
り
、
そ
の
提
示
が
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
可
能
な
追
跡
調
査
に

つ
い
て
に
対
し
、
き
わ
め
て
否
定
的
な
影
響
し
か
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
代
表
団
は
、
妥
協
的
解
決
策
を
考
慮
す
る
用
意

の
あ
る
旨
、
表
明
し
た
。

110三

（
五
四
一
）

五
月
一
八
日
の
第
一
委
員
会
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
討
議
で
、
決
議
案(
C
D
D
H
/
I
n
f
•

に

0
)
の
共
同
提
案
国
は
、
以
下
の
こ
と
を
強
調
し
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
決
議
が
、
提
案
さ
れ
た
第
八
六
条
の
二
の
代
案
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
目
的
は
、
関
連
あ
る
協
定
の
追
求
を
継
続
す
る
と
い
う
課
題
を
与

え
ら
れ
る
会
議
の
た
め
の
、
具
体
的
か
つ
方
法
的
指
針
を
提
供
す
る
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
決
議
が
、
特
に
そ
の
よ
う
な
協
定
の
検
討
機
構
設
置
を

推
奨
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ま
た
、
国
際
連
合
の
よ
う
な
公
平
で
秀
で
た
機
関
に
依
拠
す
る
こ
と
が
非
常
に
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
ま

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔



(a) 八

会
で
く
り
返
し
述
ぺ
ら
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
上
で
す
で
に
説
明
し
た
。

要
請
し
た
決
議
案
を
提
出
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
述
べ
た
。

が
よ
り
適
切
で
あ
る
の
か
は
、
起
草
委
員
会
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
決
定
し
た
。

レ
ン
ト
ゲ
ン
光
線
に
よ
る
発
見
が
不
可
能
な
破
片

こ、t
 七 五

D

通
常
兵
器
に
関
す
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
全
体
会
議
に
お
け
る
審
議

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

二
0
四

（
五
四
二
）

一
致
し
た
目
的
達
成
の
た
め
の
方
法
を
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
他
の
誰
に
も
ま
し
て
、
事
務
総
長
が
す
べ
て
の
政
府
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
代
表
団
は
、
こ
の
決
議
案
の
問
題
は
、
委
員
会
の
議
題
に
上
っ
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
。

第
八
六
条
の
二
案
の
支
持
者
（
特
に
メ
キ
シ
コ
）
が
、
上
に
要
約
し
た
よ
う
に
、
作
業
部
会
で
主
張
さ
れ
た
議
論
の
線
に
沿
っ
た
主
張
を
提
示

し
た
。
メ
キ
シ
コ
の
代
表
団
は
ま
た
、
自
国
が
特
定
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
通
常
兵
器
の
使
用
制
限
の
問
題
に
関
す
る
作
業
を
、
す
み
や
か
に
継
続
す
る
よ
う
に

三
六
第
八
六
条
の
二
案
の
正
確
な
文
言
に
つ
い
て
合
意
し
た
後
、
第
一
委
員
会
は
、
こ
れ
を
賛
成
五

0
、
反
対
二
七
、
棄
権
一
三
て
採
択
し
た

(
C
D
D
H
/
I
/
S
R
.
 7
7
)
゜
委
員
会
は
ま
た
、
提
案
さ
れ
た
新
条
項
を
、
新
第
三
三
条
（
過
度
の
損
傷
を
及
ぼ
す
諸
兵
器
の
禁
止
を
扱
か
っ
て
い
る
）
の
二

と
す
る
の
が
よ
い
か
、
そ
れ
と
も
、
新
第
七
条
（
人
道
法
に
関
す
る
会
議
召
集
の
問
題
を
扱
か
っ
て
い
る
）
の
二
と
し
て
第
一
議
定
書
の
中
に
含
め
る
の

作
業
部
会
の
設
立
に
先
立
っ
て
、
通
常
兵
器
に
関
す
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
は
、
全
体
会
議
を
手
短
か
に
開
催
し
た
が
、
そ
の
諸
発
言
は
、

主
と
し
て
様
々
な
問
題
に
関
す
る
新
提
案
の
紹
介
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
一
般
的
反
応
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
重
要
な
論
評
の
ほ
と
ん
ど
は
、
作
業
部

様
々
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
兵
器
に
関
す
る
作
業
部
会
の
作
業
に
つ
い
て
の
論
評
か
ら
、
次
の
よ
う
な
点
が
強
調
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。



作
業
部
会
の
報
告
書

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
2
4
/
R
e
v
.
 1
)

を
提
示
す
る
に
あ
た
り
、
報
告
者
は
、
焼
夷
兵
器
の
使
用
制
限
問
題
全
体
に
対
し
て
、
諸
提
案
が

異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
兵
器
の
問
題
に
つ
い
て
の
多
く
の
提
案
を
調
整
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
述
べ
た
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
第
六
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
0
6
/
R
e
v
.
 1

・
上
の
一
五
⑱
を
見
よ
）
ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
及
び
オ
ラ
ン
ダ
が
共
同
提

案
ー
が
、
詳
細
な
討
議
に
有
益
な
基
盤
を
提
供
し
た
と
す
る
作
業
部
会
の
報
告
書
に
お
け
る
声
明
に
関
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
え
も
、
意
見
の
く
い

ち
が
い
が
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
若
干
の
代
表
団
は
、
提
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
提
案
を
将
来
の
討
議
に
と
っ
て
有
益
な
基
礎
と
み
な
し
て
い
た
の
に
対

し
て
、
他
の
代
表
団
は
、
ま
ず
第
六
提
案
の
よ
う
な
、
よ
り
穏
当
な
提
案
に
集
中
し
て
審
議
す
る
方
が
、
将
来
の
作
業
の
た
め
有
益
で
あ
ろ
う
と
考
え
て

い
た
、
と
報
告
者
は
説
明
し
た
。

第
六
提
案
の
共
同
提
案
国
は
、
多
く
の
国
が
支
持
し
た
こ
の
提
案
が
、
近
い
将
来
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
協
定
の
た
め
の
基
礎
と
し
て
役
立
つ
よ
う

に
と
の
希
望
を
表
明
し
た
。
他
方
で
は
、
共
同
提
案
国
は
、
こ
の
提
案
に
対
す
る
修
正
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
G
T
/
 7)

の
も
つ
意
味
合
い
を
検
討
し
た
い
と

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

伺

焼

夷

(b) 

兵

器

す
る
領
域
を
見
出
し
た
と
い
う
事
実
を
歓
迎
し
た
。

二
0
五

多
く
の
代
表
団
は
、
作
業
部
会
が
満
場
一
致
で
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
1
0
 
a
n
d
 A
d
d
.
 1
 

a
n
d
 2
)
 

地
雷
と
擬
装
兵
器

多
く
の
代
表
団
が
、
こ
の
問
題
で
の
合
意
に
向
け
て
、
作
業
部
会
で
な
さ
れ
た
前
進
を
歓
迎
し
た
。
若
千
の
代
表
団
は
、
主
と
し
て
、
異
な
っ
た
見
解

を
も
つ
様
々
な
代
表
団
の
グ
ル
ー
プ
が
非
公
式
に
会
合
し
善
意
の
精
神
で
そ
の
食
違
い
を
な
く
す
る
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
満
足
な
解
決

が
可
能
に
な
っ
た
と
指
摘
し
た
。
彼
ら
は
、
こ
の
こ
と
が
他
の
分
野
で
の
模
範
と
な
り
う
る
よ
う
に
と
希
望
し
た
。

（
五
四
三
）

に
つ
い
て
、
意
見
の
一
致



(d) 

付
言
し
た
（
上
の
二

0
を
見
よ
）
。

し
か
し
、
若
干
の
代
表
団
は
、
第
六
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
0
6
/
R
e
v
・
1
)

が
十
分
な
も
の
で
は
な
い
と
し
、
唯
一
の
満
足
の
い
く
解
決
は
、

C
D
D
H
/

2
0
1
,
 2
0
8

と
2
2
3

(
上
の
B
を
見
よ
）
で
提
案
さ
れ
て
い
る
禁
止
の
如
く
、
少
し
の
例
外
を
除
い
た
焼
夷
兵
器
の
使
用
の
全
面
禁
止
で
あ
る
と
強
調
し
た
。

彼
ら
は
、

コ
ロ
ン
ボ
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
非
同
盟
諸
国
首
脳
会
議
(
A
/
3
1
/
1
9
7
、

で
の
焼
夷
兵
器
の
使
用
禁
止
に
む
け
て
、
作
業
を
促
進
す
る
よ
う
に
と
の
要
請
に
対
し
、
適
切
に
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
い
っ

た
す
べ
て
の
提
案
は
、
将
来
の
討
議
の
場
に
お
い
て
慎
重
に
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
彼
ら
の
見
解
に
よ
る
と
、
文
民
も
戦
闘
員
も
、
焼

夷
兵
器
の
使
用
制
限
の
み
を
含
ん
だ
提
案
で
は
、
十
分
に
保
護
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

気
体
爆
弾

(
F
A
E
s
)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
代
表
団
は
、
作
業
部
会
で
す
で
に
述
べ
て
い
た
通
り
、
諸
国
が
気
体
爆
弾
の
如
き
兵
器
の
使
用
を
、
地
雷
原
の
よ
う
な
軍
事
目
標

破
壊
の
場
合
を
除
い
て
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、
作
業
文
書

(
C
D
D
H
/
I
V/
G
T
 
/
5
)

に
含
ま
れ
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ス
イ
ス
の
提
案
に
反

対
で
あ
る
と
の
自
国
の
立
場
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
く
わ
し
い
説
明
を
付
し
た
。
合
衆
国
代
表
団
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
合
衆
国
が
猿
と
羊
ー
ー
，
同
国

は
、
提
案
の
共
同
提
案
国
が
述
べ
た
実
験
に
用
い
ら
れ
た
小
動
物
よ
り
、
こ
ち
ら
の
方
を
、
人
間
に
よ
り
類
似
し
た
も
の
と
み
な
し
て
い
た
ー
を
使
用

し
て
行
な
っ
た
実
験
か
ら
、
気
体
爆
弾
の
致
死
率
が
、
実
質
的
に
は
比
較
可
能
な
高
性
能
爆
弾
の
致
死
率
と
同
一
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
爆
発
中
心
地

の
外
側
を
除
き
、
ほ
ぼ
一
o
o
·
~ー
セ
ン
ト
に
近
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
事
実
、
高
性
能
爆
薬
は
、
そ
れ
ら
の
破
砕
性
効
果
か
ら
、
よ
り
大
き
な
苦
痛
を

生
ず
る
が
、
依
然
と
し
て
誰
一
人
そ
れ
を
禁
止
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
、
と
代
表
団
は
続
け
て
述
べ
た
。
合
衆
国
代
表
団
は
、
自
国
の
も
つ
証
拠
か
ら
、

気
体
爆
弾
に
よ
る
死
が
即
死
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
こ
れ
を
非
常
に
残
虐
な
も
の
と
す
る
提
案
の
共
同
提
案
国
の
主
張
を
疑
問
視
し
た
。

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

付
録
四
、

決
議
―
二
を
見
よ
）
で
の
ア
ピ
ー
ル
、
及
び
国
連
総
会

二
0
六

（
五
四
四
）



二
0
七

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
ま
た
、
作
業
部
会
に
対
し
、
小
口
径
投
射
物
（
上
の
二
四

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
代
表
団
は
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
比
較
方
法
を
適
用
し
た
結
果
、
．
自
国
の
一
連
の
様
々
な
テ
ス
ト
で
使
用
し
た
小
動
物
が
、
人
間

の
代
り
と
す
る
に
は
不
適
当
な
実
験
台
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
同
意
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
依
然
と
し
て
、
気
体
爆
弾
の
爆
裂
特
性
が
高
性
能
爆
薬
の
そ
れ

と
は
異
な
っ
て
お
り
、
気
体
爆
弾
に
よ
る
死
は
、
し
ば
し
ば
、
痛
み
の
長
び
く
か
つ
苦
痛
の
多
い
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。

若
干
の
そ
の
他
の
代
表
団
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
様
々
な
代
表
団
の
提
出
し
た
専
門
的
情
報
に
対
し
、
感
謝
の
意
を
表
明
し
た
。
そ
し
て
、
よ
り
一

層
の
研
究
と
そ
の
交
換
に
よ
っ
て
、

び
ス
イ
ス
が
行
な
っ
た
共
同
実
験
に
つ
い
て
述
べ
た
、

小
口
径
投
射
物
の
問
題
に
関
す
る
二
つ
の
資
料
文
書
が
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、

S
ォ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及

そ
れ
ら
三
国
の
共
同
文
書

(
C
D
D
H
/
I
V
/Inf. 
2
3
7
)

と
、
＠
一
連
の
実
験
に
つ
い
て
一
層
詳

細
に
述
べ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
文
書

(
C
D
D
H
/
I
V
/Inf. 2
4
2
)

で
あ
る
。

を
見
よ
）
の
使
用
に
若
干
の
制
限
を
求
め
た
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
G
T
/
 6
)

を
文
書
で
提
出
し
た
。
こ
の
提
案
の
提
示
に
際
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
代
表

団
は
、
投
射
物
に
よ
る
損
傷
の
程
度
を
決
定
す
る
に
当
っ
て
、
回
転
、
破
裂
及
び
激
し
い
衝
突
の
際
の
速
度
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
テ
ス
ト
の
結
果
か
ら

判
明
し
た
、
と
強
調
し
た
。
そ
れ
故
、
同
代
表
団
は
、
作
業
部
会
に
こ
の
よ
う
な
特
性
を
有
す
る
投
射
物
の
開
発
、
生
産
及
び
使
用
の
禁
止
を
求
め
る
提

案
を
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
最
終
会
議
で
、
合
衆
国
代
表
団
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
代
表
団
の
述
べ
た
実
験
で
用
い
ら
れ
た
科
学
的
方
法
及
び
手
続
を
、
詳

細
に
わ
た
っ
て
批
判
し
た
。
ま
た
、
そ
の
実
験
結
果
が
、
そ
こ
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
結
論
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
文
書

(
C
D
D
H
/
I
V
/
G
T
/
6
)

中
に
含
ま

れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
結
論
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
勧
告
と
を
ど
う
し
て
根
拠
づ
け
う
る
の
か
、
重
大
な
疑
念
を
表
明
し
た
。
合
衆
国
代
表
団
は
、
こ
の
問

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

伺
小
口
径
投
射
物

全
五
四
五
）

一
層
広
範
囲
な
合
意
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
と
の
希
望
を
明
ら
か
に
し
た
。



題
に
関
し
、
よ
り
一
層
広
い
範
囲
に
わ
た
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
の
み
に
同
意
し
た
。

こ
れ
に
応
え
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
代
表
団
は
、
実
験
で
の
科
学
的
方
法
を
弁
護
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
若
千
の
投
射
物
の

(5) 

特
性
を
、
ダ
ム
ダ
ム
弾
の
そ
れ
に
類
似
し
た
も
の
と
み
な
し
た
た
め
、
自
国
の
提
案
を
、
展
開
性
小
銃
弾
の
使
用
を
禁
止
し
た
一
八
九
九
年
の
宜
言
に
な

ら
っ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
代
表
団
は
、
次
の
世
代
の
小
型
兵
器
が
生
産
さ
れ
る
前
に
＇
~
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
数
年
内
で
あ

ろ
う
ー
一
層
の
研
究
が
共
同
で
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

(
5
)
C
a
r
n
e
g
i
e
 
E
n
d
o
w
m
e
n
t
 
for 
International 
Peace, 
T
h
e
 
H
a
g
u
e
 
Conventions 
a
n
d
 Declarations 
o
f
 1899 a
n
d
 
1907 

(
N
e
w
 Y
o
r
k
,
 O
x
f
o
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press•1915). 

外
交
会
議
の
、
通
常
兵
器
に
関
す
る
作
業
の
追
跡
調
査
問
題
の
討
議
も
、
第
八
六
条
の
二
案
が
第
一
委
員
会
で
採
択
さ
れ
た
（
上
の
三
六
を
見
よ
）
後
、

再
び
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
最
後
の
三
回
の
全
体
会
議
で
開
始
さ
れ
た
。
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
初
期
の
討
議
で
、
す
で
に
そ
の
意
見
を
述
べ
た
若

千
の
代
表
団
は
、
再
び
同
じ
線
に
沿
っ
た
意
見
を
述
べ
た
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
決
議
案

(
C
D
D
H
/
I
n
f
.
240)
の
四
カ
国
共
同
提
案
国
の
―
つ
で
あ
る

イ
ギ
リ
ス
の
代
表
団
は
、
第
八
六
条
の
二
の
採
択
を
遺
憾
と
し
、
次
の
よ
う
な
主
張
を
行
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
項
が
存
続
す
る
限
り
、
追
跡
調

査
問
題
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
意
義
深
い
討
議
も
、
こ
れ
に
先
取
り
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
。
同
代
表
団
は
、
提
案
さ
れ
た
決
議
の
共
同
提
案
国

に
、
そ
の
提
案
に
つ
い
て
の
討
議
と
交
渉
の
用
意
は
あ
る
が
、
第
八
六
条
の
二
が
外
交
会
議
の
本
会
議
で
否
決
さ
れ
な
い
限
り
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
そ

れ
ら
を
行
な
い
う
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
強
調
し
た
。
彼
ら
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
票
決
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、

ー
つ
の
見
解
を
お
し
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
強
く
述
べ
た
。

第
八
六
条
の
二
を
共
同
提
案
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
賛
成
票
を
投
じ
た
若
干
の
代
表
団
は
、
そ
の
弁
護
を
行
な
っ
た
。

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

二
0
八

一
代
表
団
は
、
こ
の
条
項

（
五
四
六
）



四

一
九
七
七
年
五
月
二
四
日
、
外
交
会
議
は
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
報
告
書

(
C
D
D
H
/
I
V/225, 
C
D
D
H
/
4
0
8
で
修
正
）
を
審
議
し
、
コ

ン
セ
ン
サ
ス
で
こ
れ
を
承
認
し
た
。
本
会
議
で
は
、
通
常
兵
器
の
使
用
制
限
に
関
し
、
直
接
実
質
的
討
議
は
何
ら
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
将
来
と
ら
れ
る
べ
き
行
動
と
い
う
問
題
、

四
〇 ＿九

れ
る
ぺ
き
か
、

に
関
す
る
意
見
の
相
違
が
、
外
交
会
議
で
の
小
口
径
投
射
物
の
問
題
に
関
す
る
す
ぺ
て
の
討
議
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
根
本
的
相
違
ー
—
'
つ
ま
り
、

通
常
兵
器
の
使
用
制
限
は
、
そ
れ
ら
の
代
表
団
の
考
え
て
い
る
よ
う
に
人
道
法
の
範
囲
内
で
な
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
他
の
討
議
場
で
追
求
せ
ら

の
違
い
ー
ー
を
反
映
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
ら
代
表
団
は
、
こ
の
決
議
案

(
C
D
D
H
/
I
n
f
.
2
4
0
)
が
、
軍
縮
及
び
一
般
的
合
意

（
す
な
わ
ち
、

コ
ン
セ
ン
サ
ス
）
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
多
く
の
代
表
団
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
成
果
は
得

ら
れ
ず
、
人
道
法
の
枠
内
で
の
民
主
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
第
八
六
条
の
二
に
賛
成
票
を
投
じ
た
他
の
代
表
団
は
、
そ
の

条
項
を
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
決
議
の
補
足
を
行
な
う
も
の
と
み
な
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
、
こ
の
問
題
の
長
期
に
わ
た
る
検
討
を
扱
か
っ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
代
表
団
は
、

ン
サ
ス
で
承
認
し
た
。

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
そ
の
欠
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
し
い
政
策
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
、

す
べ
て
の
国
に
受
け
い
れ
ら
れ
う
る
何
ら
か
の
中
道
的
立
場
が
見
い
出
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
そ
の
他
の
第
八
六
条
の
二
の
支
持
国
も
、
同
様
の
見
解

を
表
明
し
、
す
べ
て
の
諸
国
が
参
加
で
き
る
よ
う
な
、
外
交
会
議
と
同
じ
基
盤
に
た
っ
た
追
跡
調
査
会
議
を
国
連
が
召
集
で
き
る
と
示
唆
し
た
。

一
九
七
七
年
五
月
二
七
日
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
は
、
そ
の
報
告
書

(
C
D
D
H
/
I
V/225, C
D
D
H
/
4
0
8

に
よ
り
修
正
さ
れ
た
）
を
コ
ン
セ

つ
ま
り
、
追
跡
調
査
が
広
く
審
議
さ
れ
た
。

一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対
す
る
第
一
追
加
議
定
書
案
の
違
反
行
為
の
中
に
あ
げ
ら
れ
た
行
為
ー
ー
こ
れ
に
対
し
て
は
、
軍
人
に

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

E

外
交
会
議
第
四
会
期
に
お
け
る
審
議

二
0
九

（
五
四
七
）



追
加
議
定
害
に
対
す
る
若
干
の
違
反
行
為
の
抑
止
を
扱
か
っ
て
い
る
）
の
修
正
案
を
提
出
し
た
が
、
こ
れ
は
、
軍
人
自
身
に
責
任
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る

違
反
行
為
の
リ
ス
ト
の
中
に
、

毒
性
ガ
ス
ま
た
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
ガ
ス
及
び
こ
れ
ら
と
類
似
の
す
べ
て
の
液
体
、
物
質
、
又
は
考
案
、
及
び
細
菌
学
的
戦
争
手
段
ー
—
の
使
用
」
を
含

め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

(
C
D
D
H
/
I
V/
4
1
8
)
。
フ
ィ
リ
ビ
ン
の
代
表
団
は
、
こ
の
提
案
の
文
言
は
、
展
開
性
小
銃
弾
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
一

(
6
)
 

八
九
九
年
の
ハ
ー
グ
宜
言
、
ま
た
は
一
九
二
五
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
署
名
さ
れ
た
窒
息
ガ
ス
、
毒
性
ガ
ス
ま
た
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
ガ
ス
、
及
び
細
菌
学

(
7
)
 

的
手
段
の
戦
争
に
お
け
る
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
議
定
書
（
こ
れ
ら
は
、
通
常
兵
器
と
み
な
さ
れ
な
い
た
め
、
本
報
告
書
に
は
関
連
が
な
い
）
の
い
ず
れ

か
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
代
表
団
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
以
前
、
第
一
委
員
会
に
類
似
の
提
案
を
提
出
し
た
が
、
本
会

議
で
こ
の
問
題
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
求
め
る
た
め
に
、
そ
れ
を
撤
回
し
た
の
で
あ
っ
た
。

前
掲
書
。

L
e
a
g
u
e
 of N
a
t
i
o
n
s
`
T
r
e
a
t
y
 Series, 
Vol. X
C
I
V
 (
1
9
2
9
)
,
 
N
o
.
 2
1
3
8
,
 
p
.
6
5
.
 

主
に
こ
の
よ
う
な
兵
器
が
は
っ
き
り
と
定
義
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
こ
の
修
正
案
に
よ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
る
復
仇
行
為
が
禁
止
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
と
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
ら
兵
器
の
使
用
を
、
重
大
な
違
反
行
為
と
し
て
列
挙
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ

四 (

6

)

 

(

7

)

 

四

ー

責
任
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
第
七
四
条
案
）
に
、
ダ
ム
ダ
ム
弾
、
並
び
に
化
学
生
物
兵
器
の
使
用
を
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
提
案
も

討
議
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
否
決
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
会
議
で
審
議
さ
れ
た
順
序
に
従
っ
て
、
以
下
で
検
討
を
加
え
る
。

ダ
ム
ダ
ム
弾
に
関
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
発
議

一
九
七
七
年
七
月
二
六
日
、

フ
ィ
リ
ビ
ン
の
代
表
団
は
、
本
会
議
に
、
第
一
議
定
書
第
七
四
条
案
(
-
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
及
び

「
国
際
条
約
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
兵
器
＇
~
す
な
わ
ち
、
人
体
内
で
直
ち
に
展
開
し
偏
平
化
す
る
小
銃
弾
、
窒
息
性
ガ
ス
、

し
か
し
な
が
ら
、
本
会
議
の
討
議
で
は
、
多
く
の
軍
事
先
進
国
の
代
表
団
が
、
こ
の
提
案
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
国
際
協
定
を
認
め
な
が
ら
も

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

二―

0
（
五
四
八
）



四
五

う
な
状
況
の
中
で
、
他
の
代
表
団
は
、
幅
広
い
合
意
の
得
ら
れ
な
い
議
定
書
規
定
を
支
持
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
慎
重
な
討
議
の
末
、
こ
の
提
案
は
ロ

ー
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
投
票
で
、
賛
成
四
一
、
反
対
二
五
、
棄
権
二
五
で
否
決
さ
れ
た
。

2
、
追
跡
調
査
問
題

外
交
会
議
の
本
会
議
に
お
け
る
第
八
六
条
の
二
案
に
つ
い
て
の
審
議
に
先
立
ち
、
通
常
兵
器
の
使
用
制
限
に
お
け
る
将
来
の
行
動
に
関
す
る
ニ

つ
の
附
属
決
議
案
が
、
本
会
議
の
審
議
の
た
め
に
提
出
さ
れ
た
。
一
っ

(
C
D
D
H
/
I
V/
4
1
1
)

は
、
第
八
六
条
の
二
案
を
支
持
す
る
諸
国
（
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
、

ニ
ジ
プ
ト
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、

メ
キ
シ
コ
、

ニ
カ
ラ
グ
ァ
、
ナ
イ
ジ
ニ
リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ウ
ニ
ー
デ
ン
、
ス

イ
ス
及
び
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
）
に
よ
り
共
同
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
条
案
の
補
足
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
も
う
一
っ
(
C
D
D
H
/

V
I
/
4
2
3
)
は
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
、
ボ
ー
ラ
ン
ド
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
よ
り
共
同
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
国

に
よ
り
第
八
六
条
の
二
案
の
よ
り
受
け
入
れ
可
能
な
代
案
と
み
な
さ
れ
た
。
第
一
決
議
案
は
、
以
前
カ
ナ
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
及
び

イ
ギ
リ
ス

(
C
D
D
H
/
I
n
f
.
2
4
0
,
後
に

C
D
D
H
/
4
2
8

と
し
て
発
表
さ
れ
た
）
が
提
出
し
た
提
案
と
同
じ
く
、

国
連
総
会
を
通
じ
て
追
跡
調
査
を
行
な
お

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
遅
く
と
も
一
九
七
九
年
ま
で
に
追
跡
調
査
会
議
を
開
催
す
る
よ
う
に
主
張
し
た
点
で
、

一
層
具
体
的
な
提
案
で
あ
っ
た
。

他
方
、
四
カ
国
提
案
は
、
諸
国
間
の
協
議
を
通
じ
て
の
み
そ
の
よ
う
な
会
議
を
招
集
す
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
早
い
時
期
に
開
催
さ
れ
る
よ

う
勧
告
し
た
。
ま
た
、
一
又
は
そ
れ
以
上
の
協
定
を
早
期
に
締
結
す
る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
六
カ
月
の
問
に
、
こ
れ
問
題
に
関
す
る
共
同
決
定
を
行
な
う

よ
う
、
す
べ
て
の
諸
国
に
求
め
て
い
た
。

本
会
議
に
お
け
る
第
八
六
条
の
二
案
に
つ
い
て
の
詳
細
な
討
議
で
は
、
第
一
委
員
会
で
以
前
に
述
べ
ら
れ
た
主
張
が
す
べ
て
く
り
返
さ
れ
た
。

こ
の
条
項
に
反
対
す
る
諸
国
は
、
決
議
に
よ
っ
て
望
ま
し
い
目
的
が
よ
り
効
果
的
に
達
成
さ
れ
う
る
こ
と
、
及
び
自
国
側
の
反
対
を
無
視
し
て
第
八
六
条

の
二
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
決
議
の
将
来
の
審
議
を
事
実
上
不
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
、
附
加
的
に
強
調
し
た
。
フ
ラ
ン
ス

四
四

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

（
五
四
九
）



C
D
D
H
/
4
0
8

で
修
正
さ
れ
た
）
及
び
同
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
諸
提
案

(
C
D
D
H
/
I
V/
2
1
&
を
見
よ
）
を
、

四
九

(

8

)

 

決
議
第
二
二

(W)
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
付
録
二
を
見
よ
。

四
八

こ
の
問
題
を
決
定
す
る
た
め
の
ロ
ー
ル
コ
ー
ル
投
票
に
お
い
て
、
第
八
六
条
の
二
案
に
つ
い
て
は
、
賛
成
五
九
、
反
対
三
二
、
棄
権
一

0
と
い

う
結
果
に
な
っ
た
。
必
要
な
一
二
分
の
二
の
多
数
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
条
項
は
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
。

第
八
六
条
の

1

一
案
の
否
決
に
か
ん
が
み
て
、
追
跡
調
査
を
扱
か
っ
て
い
る
三
決
議
案
の
共
同
提
案
国
の
代
表
団
の
間
で
、
慎
重
な
協
議
が
行
な

わ
れ
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
決
議
の
そ
れ
ぞ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
若
千
の
要
素
を
含
ん
だ
―
つ
の
決
議
案
に
つ
い
て
、
幅
広
い
合
意
が
得
ら
れ
た
。
こ
の

問
題
に
関
す
る
他
の
す
べ
て
の
決
議
案
は
撤
回
さ
れ
た
。
一
九
七
七
年
六
月
七
日
、
本
会
議
に
提
出
さ
れ
た
新
決
議
案
(
C
D
D
H
/
4
4
1
a
n
d
 A
d
d
.
 1)
の

共
同
提
案
国
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ニ
ジ
プ
ト
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ギ
リ
シ
ア
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
メ
キ
シ

コ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
バ
キ
ス
ク
ン
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ヴ
ェ

ネ
ズ
ェ
ラ
及
び
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
。

前
文
に
対
し
て
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
修
正
（
共
同
提
案
国
は
こ
れ
に
同
意
し
た
）
が
口
頭
で
行
な
わ
れ
た
後
、
六
月
九
日
、
こ
の
決
議
案
が

(
8
)
 

コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
り
採
択
さ
れ
、
決
議
第
二
二

(W)
と
し
て
、
外
交
会
議
の
最
終
議
定
書
の
中
に
付
属
せ
し
め
ら
れ
た
。

決
議
第
二
二

(N)
に
よ
り
、

外
交
会
議
は
以
下
の
こ
と
を
決
定
し
た
。

四
七

四
六

と
ソ
連
の
代
表
団
は
、
た
と
え
第
八
六
条
の

1

一
案
が
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
自
国
が
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
趣
旨
の
声

明
を
発
表
し
た
。

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

ま
ず
、

三
（
五
五

0
)

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
報
告
書

(
C
D
D
H
/
I
V/225, 

外
交
会
議
に
出
席
し
た
諸
国
政
府
と
国
連



五

の
提
出
に
際
し
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
代
表
は
、
若
干
の
特
定
通
常
兵
器
の
使
用
制
限
に
つ
い
て

外
交
会
議
で
い
か
な
る
決
定
も
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
失
望
の
念
を
表
明
し
、
こ
の
失
望
の
念
は
、
二
つ
の
主
要
な
軍
事
同
盟
以
外
の
ほ
と

ん
ど
の
諸
国
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
同
代
表
団
は
、
こ
の
決
議
案
が
、
外
交
会
議
で
な
さ
れ
た
進
歩
が
近
い
将
来
さ
ら
に
推
進

せ
し
め
ら
れ
う
る
可
能
性
を
こ
の
決
議
が
提
供
し
て
い
る
旨
指
摘
し
た
。
メ
キ
シ
コ
と
ス
ペ
イ
ン
の
代
表
団
も
同
様
の
見
解
を
表
明
し
た
。
ス
リ
・
ラ
ン

カ
の
代
表
団
は
、
提
案
さ
れ
て
い
る
一
九
七
七
年
末
の
協
議
会
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
本
部
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
希
望
し
た
。

コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
こ
の
決
議
の
採
択
の
後
に
行
な
わ
れ
た
声
明
の
中
で
、
プ
ラ
ジ
ル
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
ソ
連
を
含
む
多
く
の
諸
国
は
、
協

調
の
精
神
の
下
に
、
こ
の
決
議
に
対
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
反
対
し
な
か
っ
た
が
、
も
し
、
投
票
に
付
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
棄
権
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と

強
調
し
た
。
プ
ラ
ジ
ル
と
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
団
は
、
そ
の
決
議
が
、
こ
の
問
題
の
将
来
の
決
定
で
と
ら
れ
る
方
法
を
予
断
し
た
も
の
だ
と
主
張
し
た
。
ソ

連
の
代
表
団
は
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
目
的
を
考
慮
し
て
一
九
七
九
年
に
会
議
を
開
催
す
る
よ
う
勧
告
し
て
い
る
決
議
第
三
項
、
及
び
国
連
総
会
に

対
し
て
第
一
＝
二
会
期
に
お
い
て
要
求
さ
れ
た
措
置
を
と
る
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
第
七
項
に
対
し
て
、
特
に
反
対
で
あ
る
旨
、
述
べ
た
。
ソ
連
代
表
団
は

五
〇

事
務
総
長
に
送
付
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
文
書
及
び
そ
の
他
関
連
の
報
告
書
に
慎
重
か
つ
早
急
な
考
慮
が
払
わ
れ
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
、
若
干
の
特
定

通
常
兵
器
の
使
用
制
限
及
び
そ
の
よ
う
な
協
定
と
将
来
の
協
定
の
審
議
の
た
め
の
検
討
機
構
に
つ
い
て
合
意
に
達
す
る
た
め
、
一
九
七
九
年
以
前
に
、
政

府
会
議
が
召
集
さ
れ
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
た
め
に
、
国
連
総
会
が
第
三

1

一
会
期
で
こ
の
問
題
の
審
議
を
行
な
う
に
先
立
っ
て
、
政
府
会
議

の
準
備
に
関
す
る
合
意
に
達
す
る
た
め
に
、
協
議
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
一
九
七
七
年
九
月
か
ら
一

0
月
に
か
け

て
、
す
べ
て
の
関
心
あ
る
政
府
の
協
議
会
が
召
集
さ
れ
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
協
議
会
に
参
加
す
る
諸
国
が
、
外
交
会
議
の
た
め
の
準

備
委
員
会
設
立
を
審
議
す
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
、
及
び
、
総
会
第
一
二
二
会
期
に
対
し
、
前
記
協
議
の
結
果
に
照
ら
し
て
、

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
に
要
請
す
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。

こ
の
決
議
案

(
C
D
D
H
/
4
4
1
a
n
d
 A
d
d
.
 1) 

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

： 
一
九
七
九
年
に
会
議
を
開
催

（
五
五
一
）



(3) (2) 
J

の
提
案
の
適
用
上
、

ヽ`＇’ー，ー，

ま
た
、
兵
器
の
使
用
制
限
の
問
題
は
、
軍
縮
の
全
般
的
枠
組
の
中
で
、
且
つ
こ
の
目
的
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
そ
れ
に
相
応
し
い
討
議
場
で
の
み
決
定
さ

れ
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
基
本
的
立
場
を
く
り
返
し
た
。

通
常
兵
器
に
関
す
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
作
業
部
会

I

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
デ
ソ
マ
ー
ク
、

ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、

ス
ペ
イ
ン
、

こ
れ
ら
の
提
案
は
、
地
上
の
武
力
紛
争
で
、
こ
こ
で
定
議
さ
れ
て
い
る
地
雷
そ
の
他
の
装
置
を
使
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

海
上
又
は
内
陸
水
路
に
あ
る
対
船
機
雷
の
使
用
に
つ
い
て
は
適
用
が
な
い
が
、
上
陸
、
水
路
横
断
又
は
河
川
横
断
を
阻
止
す
る
た
め
に
敷
設
さ
れ
る
地
雷

に
は
適
用
が
あ
る
。

「
地
雷
」
と
は
、
地
下
、
地
上
若
し
く
は
そ
の
近
く
、
ま
た
は
、
そ
の
他
表
面
下
、
表
面
上
若
し
く
は
そ
の
近
く
に
設
置
さ
れ
●
直
接
的
行
動

に
よ
り
、
人
若
し
く
は
車
両
の
あ
る
所
、
ま
た
は
、
そ
の
付
近
を
爆
発
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
た
爆
発
性
弾
薬
又
は
焼
夷
弾
薬
を
い
う
。

「
爆
発
性
及
び
非
爆
発
性
装
置
」
と
は
、
人
が
明
ら
か
に
無
害
な
対
象
に
接
触
し
た
り
そ
れ
に
近
づ
い
た
り
、
又
は
明
ら
か
に
安
全
な
行
為
を

行
な
っ
て
い
る
時
に
、
そ
の
人
を
殺
り
く
、
損
傷
さ
せ
る
目
的
で
特
に
設
計
さ
れ
製
作
さ
れ
た
、
手
で
設
置
で
き
る
装
置
を
い
う
。

「
遠
隔
散
布
地
雷
」
と
は
、

2

定

1

適

用

範

囲

付

録

義

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
ス
イ
ス
の
提
出
し
た
地
雷
と
擬
装
兵
器
に
関
す
る
諸
提
案

1
0
0
0
メ
ー
ト
ル
以
上
の
範
囲
で
、
大
砲
、

フ
ラ
ン
ス
、

ロ
ケ
ッ
ト
、
曲
射
砲
若
し
く
は
類
似
の
手
段
で
散
布
さ
れ
、
又
は
、

二
―
四

（
五
五
二
）メ

キ
シ
コ
、
オ
ラ
ン



(b) 
遠
隔
散
布
地
雷
の
使
用
は
、
次
の
場
合
を
除
き
、
禁
止
さ
れ
る
。

⑭
こ
の
よ
う
な
地
雷
が
、
有
効
な
無
害
化
装
置
、
す
な
わ
ち
、
地
雷
が
設
置
さ
れ
た
軍
事
的
目
的
に
、
も
は
や
役
立
た
な
く
な
る
と
予
想
さ
れ

る
場
合
に
、
地
雷
を
無
害
化
す
る
か
又
は
自
減
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
自
己
作
用
又
は
遠
隔
操
縦
機
構
を
装
備
し
て
い
る
場
合
。
又
は
、

一
般
住
民
に
警
告
を
与
え
る
た
め
、
あ
る
一
定
の
方
法
で
標
示
さ
れ
て
い
る
場
合
。

且
つ
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
遠
隔
散
布
地
雷
は
軍
事
目
標
を
含
む
地
域
内
で
の
み
用
い
ら
れ
る
。

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

4
 
遠
隔
散
布
地
雷
の
使
用
に
関
す
る
制
限

「
軍
事
目
標
」
と
は
、
そ
の
性
質
、
場
所
、
目
的
又
は
使
用
に
よ
り
、
軍
事
活
動
に
有
効
な
貢
献
を
な
す
も
の
で
、
且
つ
、
そ
の
時
の
状
況
に

お
い
て
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
破
壊
、
捕
獲
又
は
無
力
化
が
明
確
な
軍
事
的
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
を
い
う
。

地
雷
原
、
及
び
他
の
装
置
の
位
置
の
記
録

紛
争
当
事
国
は
、
次
の
も
の
の
場
所
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

紛
争
当
事
国
が
敷
設
し
た
、
す
べ
て
の
事
前
計
画
に
よ
る
地
雷
原
。
及
び
、

爆
発
性
及
び
非
爆
発
性
装
置
を
、
広
範
囲
且
つ
事
前
計
画
に
よ
っ
て
使
用
し
た
す
ぺ
て
の
地
域
。

当
事
国
は
、
そ
の
場
所
に
敷
設
又
は
設
置
し
た
、
他
の
す
べ
て
の
地
雷
原
、
地
雷
及
び
爆
発
性
又
は
非
爆
発
性
装
置
の
位
置
を
、
確
実
に
記
録

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
―
五

そ
の
よ
う
な
記
録
は
す
べ
て
、
当
事
国
に
よ
り
保
管
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
敵
国
が
支
配
す
る
領
域
に
残
っ
て
い
る
記
録
さ
れ
た
す
べ
て
の
地
雷

原
、
地
雷
及
び
爆
発
性
又
は
非
爆
発
性
装
置
の
位
置
は
、
現
実
の
敵
対
行
為
が
停
止
し
た
後
、
公
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(3) (2) 
(b) (a) 

(1) 
3
 

地
雷
が
散
布
さ
れ
て
い
る
地
域
が
、

航
空
機
か
ら
投
下
さ
れ
る
す
べ
て
の
地
雷
を
い
う
。

ぃ

（五五一―-）



置
の
使
用
は
禁
止
す
る
。

(2) 
(b) 

居
住
地
域
に
お
け
る
地
雷
そ
の
他
の
装
置
の
使
用
に
関
す
る
制
限

こ
の
提
案
は
、
殺
傷
又
は
損
害
を
目
的
と
し
て
設
計
さ
れ
、

隔
散
布
〔
対
戦
車
〕
地
雷
以
外
の
も
の
）
、
爆
発
性
及
び
非
爆
発
性
装
置
、
並
び
に
手
で
設
置
で
き
他
の
弾
薬
及
び
装
置
に
適
用
す
る
。

地
上
兵
力
間
の
戦
闘
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
か
、
も
し
く
は
差
し
迫
っ
て
い
な
い
よ
う
な
す
べ
て
の
市
町
村
、
そ
の
他
類
似
の
文
民
密
集
地
域

を
含
む
地
域
に
お
い
て
、
こ
の
提
案
の
適
用
を
う
け
る
す
べ
て
の
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
但
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
は
そ
の

限
り
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
が
敵
国
に
属
す
る
、
ま
た
は
、
そ
の
支
配
下
に
あ
る
軍
事
目
標
の
上
、
又
は
そ
の
直
近
地
域
に
設
置
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
。
又
は
、

そ
の
効
果
か
ら
文
民
を
保
護
す
る
た
め
の
有
効
な
予
防
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
場
合
。

若
干
の
爆
発
性
及
び
非
爆
発
性
装
置
の
使
用

一
定
時
間
経
過
後
に
遠
隔
操
作
に
よ
る
か
、
又
は
自
動
的
に
作
動
す
る
地
雷
（
遠

い
か
な
る
場
合
に
も
、
以
下
の
物
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
る
。

爆
発
性
物
質
を
包
含
し
、
且
つ
、
接
触
さ
れ
又
は
接
近
さ
れ
た
場
合
に
爆
発
す
る
よ
う
に
、
特
に
設
計
さ
れ
組
み
立
て
ら
れ
た
す
べ
て
の
外

見
上
無
害
な
携
帯
物
。
〔
又
は
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
例
え
ば
、
犠
牲
者
に
対
す
る
つ
き
刺
し
、

（
過
度
の
損
侮
又
は
不
必
要
な
苦
痛
を
含
む
）
を
目
的
と
し
て
設
計
さ
れ
、
ま
た
、
人
が
外
見
上
無
害
な
物
に
接
触
し
た
り
又
は
そ
れ
に
近
づ
い

た
り
、
外
見
上
安
全
な
行
為
を
遂
行
し
て
い
る
際
に
、
機
能
す
る
よ
う
な
す
べ
て
の
非
爆
発
性
装
置
又
は
物
質
。
〕

い
か
な
る
場
合
に
も
、
次
の
よ
う
な
も
の
に
、
何
ら
か
の
方
法
で
、
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
連
結
さ
れ
て
い
る
爆
発
性
及
び
非
爆
発
性
装

(a) 
(1} 

6
 

(b) (a) 
(2) (1) 

5
 

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

く
し
刺
し
、
破
砕
、
窒
息
、
感
染
、

毒
殺
に
よ
る
殺
害
又
は
重
大
な
傷
害

二
―
六

（
五
五
四
）



関
す
る
新
し
い
人
道
的
規
則
を
採
択
し
た
の
で
、

若
干
の
通
常
兵
器
の
使
用
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
追
跡
調
査
に
つ
い
て
の
外
交
会
議
決
議
第
二
二

(W)

一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
七
年
に
か
け
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
開
催
さ
れ
た
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展
に
関
す
る

外
交
会
議
は
、

一
九
七
四
、

一
九
七
五
、

一
九
七
六
、
及
び
一
九
七
七
年
に
、
都
合
四
回
の
会
期
を
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
開
催
し
、
武
力
紛
争
及
び
戦
闘
の
手
段
と
方
法
に

過
度
の
損
傷
を
生
ず
る
か
無
差
別
な
効
果
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
兵
器
を
含
む
、
特
定
通
常
兵
器
の
使
用
を
、
人
道
上
の
理
由
か
ら
、
禁
止
又
は
制

限
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
一
般
住
民
及
び
戦
闘
員
の
危
害
は
激
減
す
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
す
る
の
で
、

人
道
上
の
理
由
か
ら
の
特
定
通
常
兵
器
の
使
用
禁
止
又
は
制
限
の
問
題
が
、
外
交
会
議
の
全
四
会
期
に
お
け
る
通
常
兵
器
に
関
す
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委

(

a

)

（

b
)

．
 

員
会
、
及
び
一
九
七
四
年
ル
ツ
ェ
ル
ン
、
そ
し
て
一
九
七
六
年
に
は
ル
ガ
ノ
で
赤
十
字
国
際
委
員
会
主
催
の
下
に
開
催
さ
れ
た
若
干
の
通
常
兵
器
の
使
用

人
道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

付

録

①
〔
食
料
及
び
飲
料
。
〕
又
は
、

＠
明
ら
か
に
宗
教
的
性
質
の
物
。

(e) (d) 

子
供
の
玩
具

医
療
施
設
、
医
療
設
備
、
医
療
供
給
品
又
は
医
療
輸
送
。

伺
埋
葬
、
火
葬
用
地
又
は
墓
゜

(b) (a) 

国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
保
護
標
章
、
標
識
又
は
信
号
。

病
者
、
傷
者
又
は
死
者
。

二
―
七

（
五
五
五
）



(a) 

に
関
す
る
政
府
専
門
家
会
議
で
の
実
質
的
な
討
議
に
お
い
て
の
主
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
の
で
、

こ
の
点
に
関
し
て
の
国
連
総
会
で
の
討
議
と
関
連
決
議
、
及
び
国
家
、
政
府
の
諸
首
脳
に
よ
る
訴
え
を
思
い
起
す
の
で
、

こ
れ
ら
一
連
の
討
議
か
ら
、
そ
の
第
一
次
効
果
が
レ
ン
ト
ゲ
ン
光
線
に
よ
る
発
見
が
不
可
能
な
破
片
で
の
損
傷
に
あ
る
よ
う
な
通
常
兵
器
の
使
用
禁
止

が
望
ま
し
い
と
い
う
点
に
、
合
意
が
存
在
す
る
こ
と
、
及
び
、
地
雷
と
擬
装
兵
器
に
関
し
て
は
、
意
見
の
一
致
す
る
幅
広
い
領
域
が
あ
る
と
い
う
結
論
に

達
し
た
の
で
、

ナ
。
＾
ー
ム
弾
を
含
む
焼
夷
兵
器
の
使
用
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
異
な
っ
た
見
解
を
、

も
努
力
を
費
し
た
の
で
、

ま
た
、
小
口
径
投
射
物
及
び
若
干
の
爆
裂
破
砕
性
兵
器
の
よ
う
な
、
他
の
通
常
兵
器
の
使
用
の
効
果
を
考
慮
し
、
か
つ
、
そ
の
よ
う
な
兵
器
の
使
用
禁

止
又
は
制
限
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
審
議
を
開
始
し
た
の
で
、

明
ら
か
に
人
道
上
の
考
慮
か
ら
、
こ
の
作
業
の
継
続
と
早
急
な
遂
行
が
重
要
で
あ
る
と
認
め
る
の
で
、

一
層
の
研
究
が
な
さ
れ
、
そ
の
中
に
、
そ
れ
以
上
に
意
見
の
一
致
す
る
領
域
の
追
求
が

こ
こ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
る
意
見
の
一
致
し
た
領
域
の
上
に
、

含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
、
広
い
範
囲
に
わ
た
る
実
現
可
能
な
合
意
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
確
信
す
る
の
で
、

「
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展
に
関
す
る
外
交
会
議
」
に
出
席
し
た
諸
国
政
府
及
び
国
連
事
務
総
長
に
対

(

C

)

(

d

)

 

通
常
兵
器
に
関
す
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
委
員
会
の
報
告
書
と
、
同
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
諸
提
案
を
送
付
す
る
こ
と
を
決
議
す
る
。

こ
れ
ら
文
書
及
び
ル
ツ
ェ
ル
ン
と
ル
ガ
ノ
で
開
催
さ
れ
た
若
干
の
通
常
兵
器
の
使
用
に
関
す
る
政
府
専
門
家
会
議
の
報
告
書
に
つ
い
て
、
早
急

に
慎
重
な
審
議
を
行
な
う
よ
う
要
請
す
る
。

3
、
以
下
の
点
で
合
意
に
達
す
る
た
め
に
、
少
な
く
と
も
一
九
七
九
年
ま
で
に
政
府
会
議
が
召
集
さ
れ
る
よ
う
勧
告
す
る
。

2
 

し ー

人
道
上
及
び
軍
事
上
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
て
、
過
度
の
損
傷
を
生
じ
又
は
無
差
別
な
効
果
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
兵
器
を
含
む
、
特
定

関
法
第
二
八
巻
第
三
号

二
―
八

一
層
せ
ば
め
る
こ
と
に

（
五
五
六
）



4
 

す
ぺ
て
の
そ
の
よ
う
な
協
定
の
検
討
機
関
及
び
将
来
の
協
定
の
た
め
の
諸
提
案
の
審
議
機
関
に
つ
い
て
の
協
定
。

国
連
総
会
第
三

1

一
会
期
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
審
議
に
先
立
ち
、
会
議
の
準
備
の
た
め
と
ら
れ
る
ぺ
き
措
置
に
つ
い
て
合
意
に
達
す
る
た
め
に
、

協
議
を
行
な
う
よ
う
要
求
す
る
。

こ
の
目
的
の
た
め
、

一
九
七
七
年
の
九
月
か
ら
一

0
月
に
か
け
て
、
関
心
あ
る
す
べ
て
の
政
府
に
よ
る
諮
問
会
議
を
開
催
す
る
よ
う
勧
告
す
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
協
議
に
参
加
す
る
諸
国
は
、
特
に
会
議
に
お
い
て
、
こ
の
決
議
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
合
意
を
達
成
す
る
た
め
の
、
最

も
実
現
可
能
な
基
礎
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
準
備
委
員
会
の
設
立
を
審
議
す
る
よ
う
勧
告
す
る
。

国
連
総
会
第
三
二
会
期
に
対
し
、
こ
の
決
議
の
第
四
項
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
協
議
の
結
果
に
照
ら
し
て
、

催
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
要
請
す
る
。

(
a
)

第
一
会
期
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、

C
8
f
e
r
e
n
c
e
o
f
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
E
x
p
e
r
t
s
 
o
n
 
the 
U
s
e
 o
f
 Certain 
C
o
芍
entional
W
e
a
-

p
o
n
s
 (International C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
the R
e
d
 Cross, 
Gl"neva, 1
9
7
5
)
 
~
目
Rト
6
0

(

b

)

第
1

一
会
期
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、

Conferenec
o
f
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 E
x
p
e
r
t
s
 o
n
 the 
U
s
e
 o
f
 Certain Conventional W
e
a
p
o
n
s
 

(International 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
the 
R
e
d
 Cross, G
e
n
e
v
a
,
 1
9
7
6
)
 
~
~
よ
。

(
C
)
C
D
D
H
/
I
V
 
/
2
2
5
,
 
C
D
D
H
/
4
0
8
ー
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
。

(
d
)
C
D
D
H
/
I
V
 /2
1
8
1
を
見
よ
。

7
 

6
 

5
 人

道
的
理
由
で
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
と
な
る
焼
夷
兵
器
そ
の
他
の
特
定
通
常
兵
器
⇔

(b) 通
常
兵
器
の
使
用
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
協
定
。

二
―
九

（完）

一
九
七
九
年
ま
で
に
政
府
会
議
を
開

（
五
五
七
）




